
○写  

秋労発基０８０５第１号 

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日 

 

秋田地方最低賃金審議会 

会 長 赤 坂 薫 殿 

 

                秋 田 労 働 局 長 

                   甲 斐 三 照 

 

秋田県非鉄金属製錬・精製業最低賃金の改正決定 

の必要性の有無について（諮問） 

 

 令和３年６月 25 日付けをもって基幹労連秋田県本部委員長 

近藤洋二  から最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）   

第１５条第１項の規定に基づき、別添のとおり秋田県非鉄金属

製錬・精製業最低賃金 (平成２０年秋田労働局最低賃金公示 

第４号)の改正決定に関する申出があったので、同法第２１条

の規定により、その必要性の有無について貴会の意見を求める。 

 

 



○写  

秋労発基０８０５第２号 

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日 

 

 秋田地方最低賃金審議会 

会 長 赤 坂 薫 殿 

 

                秋 田 労 働 局 長 

                   甲 斐 三 照 

            

秋田県電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、  

その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属

装置製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問）  

 

 令和３年７月 20 日付けをもってジェイ・エイ・エム秋田  

会長 宮崎美寿 から最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）

第１５条第１項の規定に基づき、別添のとおり秋田県電子  

部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電

気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製

造業最低賃金 (平成２０年秋田労働局最低賃金公示第３号 )の

改正決定に関する申出があったので、同法第２１条の規定によ

り、その必要性の有無について貴会の意見を求める。 



○写  

秋労発基０８０５第３号 

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日 

 

 秋田地方最低賃金審議会 

会 長 赤 坂 薫 殿 

 

                秋 田 労 働 局 長 

                   甲 斐 三 照 

 

   秋田県自動車・同附属品製造業最低賃金の改正決定 

   の必要性の有無について（諮問） 

 

 令和３年７月 27 日付けをもって自動車総連秋田地方協議会

議長 佐藤純 から最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）第

１５条第１項の規定に基づき、別添のとおり秋田県自動車・同

附属品製造業最低賃金(平成２０年秋田労働局最低賃金公示第

５号)の改正決定に関する申出があったので、同法第２１条の

規定により、その必要性の有無について貴会の意見を求める。 



○写  

                    秋労発基０８０５第４号 

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日 

 

 秋田地方最低賃金審議会 

会 長 赤 坂 薫 殿 

 

                秋 田 労 働 局 長 

                   甲 斐 三 照 

 

秋田県自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業 

最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問） 

 

 令和３年７月 27 日付けをもって自動車総連秋田地方協議会

議長 佐藤純 から最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）第

１５条第１項の規定に基づき、別添のとおり秋田県自動車（新

車）、自動車部分品・附属品小売業最低賃金 (平成２０年秋田

労働局最低賃金公示第２号)の改正決定に関する申出があった

ので、同法第２１条の規定により、その必要性の有無について

貴会の意見を求める。 




